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野中 剛

～あなたも知らないうちに侵害しているかも～

今すぐ知りたい！知的財産権



第１章
イントロダクション



・ 特許権、著作権などのライセンス供与による
金銭収入

・ 第三者の権利化や無断使用を阻止
(自身が権利取得で利潤を追求しないまでも、
第三者の権利化は阻止しておかないと、
自身に災難が降りかかる可能性もあります）

・ 第三者の権利を侵害してしまった場合には、
思わぬ出費と、イメージダウン

(商品購入の際に、知的財産権侵害の問題を確認する作業は重要）

・ 形は無いが、財産の一つ
(会社の価値判断の一つになります、権利取得費用は経費扱い）

知的財産の重要性



争いが起きてしまうと大変！
・ 裁判になると、精神的・経済的負担が大きい

相手方答弁書には、精神的にダメージを受けるようなことが
書かかれていることも

Samsungは、Appleに1000億円近くの損害賠償命令（米国）

・ 勝っても負けても、弁護士費用はかかる
数百万円かかることも珍しくない。



・ 仲良しの関係が続くとは限らない。
（株主との関係で放置出来ない状況が起こりえます）

・ 外国の企業は、容赦なし。
（権利侵害の場合、差止請求や、損害賠償請求を提起される可能性もあります）

→訴えられた場合、
「企業なのに、法律知らないの？」

とイメージダウン

→商談時に、購入者側から
「他社の特許権侵害が無いこと」
を確認されてから、慌てると恥をかく。

→特許出願をやり続ければ、技術力がつきます。
（自らの技術レベルを客観視できる）

うちの業界は仲良しだから大丈夫？



身内の模倣に気をつけて！
・ 退職社員による技術流出は良くある話

同じような商品（模倣品）を製造販売するライバル企業になる
（過去の経験が生かせる同業種になることは珍しくない）
ノウハウで稼いでいる会社は、営業秘密管理が重要

・ 問題は、社内環境の悪さかも？
社内環境の不満がきっかけで、退職し、技術流出になる

ケースは少なくない。
知的財産管理も重要だが、

就業規則・退職金制度など、社内環境整備も重要。



種苗法
商法 etc

意匠法

特許法 実用新案法

商標法

著作権法

知的財産法

不正競争防止法

独占禁止法

産業財産権法

知的財産権法

広く知的財産の保護に関する法律

知的財産について
権利を認めた上で保護する法律

権利の発生に特許庁への
出願・登録を要する

権利の発生に文化庁への
出願・登録を要しない

知的財産法の全体イメージ



第２章
知的財産制度について



知的財産を守ってくれる制度
アイデアやデザインなどを勝手に使われたり、まねされたのでは、新しいものを創

造しようという創作者の意欲が失われてしまいます。

また、商品やサービスにつけるマーク（目印）を勝手にまねされたのでは会社の信
用問題になりまねません。そこで、こうしたアイデアやマークを守るルールが特許、実
用新案、意匠、商標の各制度です。



持ち歩きしやすいコン
パクトなデザインが多
く、自動的にシャッター
が切れたり、ピントを合
わせたりすることがで
きます。

鉛筆の後ろに消しゴム
がついています。

1枚ずつはがして貼るこ
とが出来ます。

鉛筆等の文房具を入
れる他にメモ用紙もつ
いているのでその場で
メモを取ることが出来
ます。

音量を変えたり、細か
い音源を設定して演奏
することが出来ます。

電話で話す他にも、カ
メラの機能がついてい
たり、メールを送信でき
たり、様々なことが出
来ます。

腰に負担がかからな
いようにマットレスにバ
ネが入っていたり、お
年寄りが起きやすいよ
うに自動的に起き上が
れるような機能もあり
ます。

私たちの暮らしの中にはたくさんのものがありますが、これらは様々なアイデアやデ
ザインなどをもとに作られています。

身の回りのアイデア、デザインなど



新しい機械や装置などの発明は特許法
特許法・実用新案法



技術を守る ～特許/実案制度の役割～
技術開発によって生まれたアイデアや発明を、財産として守ってくれるのが「特許

権」という知的財産権です。

特許制度は、発明者に発明の独占を認める一方で、その代わりにその発明を公表
して、それをヒントに新たな技術開発を促進する制度です。

例えば、携帯電話もたくさんの発明によってどんどん小型で便利なものになり、今で
は沢山の人が持つようになり、私たちの生活には欠かせない物になりました。

まさに、特許制度は日本の経済成長を支えている柱の一つと言えます。



特許権を取るには？



特許権と実用新案権の違いは？
Ａ：特許－発明、実用新案－考案と用語は違いますが、いずれも「技術的思想の創
作」を保護する点で共通しています。

レベルの高いアイデアは特許で、レベルの低いアイデアは実用新案でという考えを
聞きますが、正しくはありません。

法律でも「高度の」という言葉の有無がありますが、実質的な意味はありません。

それよりも、

実体審査を行って審査官が特許性の有無を判断してくれる特許と、

実体審査を行わないで進歩性などの登録要件に不備があっても登録される実用新
案権という観点で違いを理解しておくべきでしょう。

実用新案権では、差し止め請求や損害賠償請求といった権利行使が出来るシーン
は限られるのですが、「実用新案権取得済み」というロゴを商品でアピール出来るの
で、一定の抑止力（はったり）になる可能性があります。

日本では、実用新案権制度を活用する方は多くないのですが、最長で10年間「実
用新案権者」であることをアピール出来るこの制度を活用する方法はあるでしょう。



車などの工業デザインは意匠法
意匠法



商品のデザインは、私たちのニーズやトレンドを先取りするかのように時代とともに
変わってきています。

個性的なデザインほど商品の売れ行きを左右することがよくあります。

しかし、魅力のあるデザインになってくると、まねされやすいということがあります。

この商品のデザインを財産として守ってくれるのが「意匠権」という知的財産権です。

デザインを守る ～意匠制度の役割～



出願の前に第三者にしゃべらないで！
守秘義務の無い第三者に発明の内容を話した時点で、新規性を喪失したことにな

り、特許要件を満たさなくなります（特別な手続である程度リカバリー出来るが） 。

話した事実がばれなければ、特許権を取得出来る可能性はありますが、特許権を
無効に出来る口実になりますので、非常に不安定な権利状態になります。

このため、特許出願が完了するまでは、守秘義務の無い第三者に発明の内容を公
開するのは避けましょう（実用新案や、意匠も同じです）。

商品を公に
発表した

市場の評価
が高かった

特許権を取得
したくなった

特許事務所に
相談

特許事務所に
相談

特許出願 商品を公に
発表

弊所に来る新規顧客の大半がこのパターンです。



私たちが商品の購入やサービスを利用する時、商品等の「名前」や「マーク」を一つ
の目印として選んでいます。

この商品やサービスの信用を積み重ねることによって、「信頼がおける」「安心して
買える」というブランドイメージが増していきます。

しかし、「名前」や「マーク」を勝手にまねられて、品質が悪いものが出てくれば、ブラ
ンドイメージ自体は低下するでしょう。

この商品やサービスに付ける「名前」や「マーク」を財産として守ってくれるのが「商
標権」という知的財産権です。

ブランドを守る ～商標制度の役割～

（４１類 記録の供覧、
映画の上映）

（４２類 飲食物の提供など）

（１８類 かばん類、袋類、傘など）



商標の調査は重要です
（１）商標権を取得するための調査

他の登録商標との類否関係を調査しておけば、商標権の登録可能性は出願前に
ある程度把握することが出来ます。

出願から登録まで約5ヶ月かかりますから、出願前に登録可能性を知っておく価値
は大きいと言えます。

（２）他社の商標権侵害を回避するための調査

商号や商標が、他の登録商標と類似の関係にある場合には、商標権侵害で訴えら
れる可能性があります。

警告書や訴状を受け取ってから商号や商標を変更するのは、余計な出費がかかり
ますし、社会的な信用を失う可能性もあります。

このため、自社で商標権を取得する意思が無い場合でも、事前に調査し、他の登
録商標の存在を知っておく価値が非常に大きいと言えます。



同じネーミングの登録があっても大丈夫

商標第3000271号

商標権者：ミサワホーム

指定商品 37類：建築一式工事

商標第2089927号

商標権者：村田良友

指定商品 6類：つえ用金属製石突きなど

商標第4042241号

商標権者：三井ホーム

指定商品 36類：建物の売買など

同一のネーミングが商標登録されていても、
指定商品が非類似であれば、
商標登録されることがあります。

商標第3320093号

商標権者：三菱自動車

指定商品 12類：自動車など

商標が同じだが、指定商品が非類似だとして登録された例



指定商品が重複していても大丈夫

LIVEX

WIN Win-Q

Ｙｕｉｔ

先に登録されていた商標 後から出願した商標
指定商品が同じだが、商標が非類似だとして登録された例

審査官に非類似だと認めさせることが出来れば、
商標登録されることがあります。
（審査官の類否判断は、一般人の感覚と違うかも）



ブランド戦略とは？
Ａ：需要者に一定の品質があると思わせる信用力を形成させる戦略

商品やサービスの品質は、購入前には分かりにくいものです。

分からない場合、ブランドが購入の決め手になることが多くなります。

例：ベンツと、ベンツにそっくりな車 どっちを選びますか？

ブランド力（信用力）は、一朝一夕に形成されるものではなく、

統一したネーミングやロゴの使用、商標権取得による第三者の模倣阻止など、

長期的視野に立った戦略づくりと、

信用を蓄積させる絶え間ない努力が必要です。



音楽や小説
俳優による実演や放送は著作権法

著作権法



・ 著作物とは、思想または感情の創作的表現であり、文化の範囲に属するもの
例：小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラム等

新聞、雑誌、百科事典などは編集著作物

・ 著作者とは、著作物を創作する者を言います。
例：幼稚園児でも絵を描けば、その絵の著作者になります。

・ 著作者の権利は、
著作者人格権（公表権、氏名表示権、同一性保持権、名誉・声望保持権）と、
著作財産権（複製権、上演権、公衆送信権など）があります。

・ 著作隣接権は、
著作物を創作していないが、著作物の伝達に寄与する者に与えられる権利
実演家、レコード製作者、放送事業者など。

著作物とは？著作者とは？著作権とは？



著作権には色々な権利がある
著作者人格権 ： 著作者の気持ちを保護するための権利

（注意！著作者人格権は、移転出来ません）

・公表権
公表するかしないか、公表するなら、その時期や方法を決定できる権利。

・氏名表示権
氏名を表示するかしないか、表示するなら実名か変名かを決定できる権利。
※変名とは、ペンネームやニックネームのこと。

・同一性保持権
著作物およびその題号について意に反して改変されない権利。
明らかな誤字の修正には同一性保持権の効力は及ばない。
修繕や、目的等に照らしてやむを得ない改変は人格権侵害とならない。



著作権には色々な権利がある
著作 （財産） 権 ： 著作者の経済的利益を保護するための権利。

著作権法上では、“著作権”と表現されている。

・複製権 コピーする権利

・上演権/演奏権 その著作物を公に演奏、上演する権利。

・上映権 その著作物を公に上映する権利。

・公衆送信権 放送、ホームページを閲覧させる、サーバへアップ等する権利。

・口述権 その言語の著作物を口述する権利。

・展示権 美術著作物/未発行写真著作物を公に展示する権利。

・頒布権 映画の著作物を、複製物により頒布（譲渡・貸与）する権利。

・譲渡権 著作物をその原作品または複製物の譲渡により公衆に提供する権利。

・貸与権 著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利。

・翻訳権・翻案権等 著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、翻案する権利。



著作権者の許諾無しでは複製出来ない
・著作物を利用する場合には、原則として、著作権者の許諾が必要

・二次的著作物を利用する場合には、

二次的著作物の著作者と、原著作物の著作者の許諾も必要
→著作権者に無断で二次的著作物を創作すると、
翻案権や同一性保持権を侵害することになる。



著作隣接権：
著作物を創作していないが、著作物の伝達に寄与する者に認めた一定の権利

（著作物そのものを保護する権利ではない）

作詞家/作曲家は？
著作物を創作している（著作者）
→著作者人格権（公表権/氏名表示権/同一性保持権）
→著作財産権（複製権/上演権/演奏権/上映権/公衆送信権（送信可能化権）
/口述権/展示権/頒布権/譲渡権/貸与権/翻訳権/翻案権）

実演家（歌手など）
著作物を創作していない
→実演家人格権（氏名表示権/同一性保持権）
→録音権/録画権/放送権/有線放送権/
送信可能化権/譲渡権/貸与権

レコード製作者
著作物を創作していない
→複製権/送信可能化権/譲渡権/貸与権

放送事業者
著作物を創作していない
→複製権/再放送権/有線放送権/
送信可能化権/伝達権

CDが売れると誰が儲かる？



権利はどう違うの？ ～権利っていくらでとれるの？～

特許権 実用新案権 意匠権 商標権

保護対象

審査

権利の
存続期間

特許庁への
手続費用

物、方法、物
を生産する
方法の発明

物品の
形状・構造に
関する考案

物品の
デザイン

商品・
サービスの
マーク・名前

有り
（審査請求要）

無し 有り 有り

出願日から
最長20年

出願日から
最長10年

登録日から
最長20年

登録日から
10年

(更新可能)

約20万円
3年目の

登録料まで

約2万円
3年目の

登録料まで

約4万円
3年目の

登録料まで

約5万円
10年分の
登録料まで
商品区分:1つ

注：上述の特許庁への手続費用は、弁理士に支払う手数料を含みません。
弁理士に支払う手数料は事務所ごとに異なりますし、
案件の難易度によって大きく変動します。
（例えば、特許出願時の手数料は２０～６０万円程度の幅で変動）

著作権

著作物
（音楽、文章、
プログラム等）

無し
（創作時に
自動発生）

著作者の死
後50年など
(著作物によ
り変動する)



その他・模倣を食い止める方法
下記の不正競争行為に該当すれば、商標権などを保持していなくても、

差止請求や損害賠償請求が可能（立証は容易ではないので、あくまでも最終手段として）

不正競争防止法

一定の行為について
規律

他人のモノを真似て、信用
にただ乗りしようとする行為
など

営業秘密に関する行為
（不２条１項４号～９号）

虚偽により相手の営業上の信用を害する行為
（営業誹謗行為、不２条１項１４号）

コピーガードキャンセラーなどいわゆるプロテクトはずし
に関する行為（不２条１項１０号、１１号）

不正目的でドメイン名を使用する行為など
（不２条１項１２号） メールアドレスは対象外

原産地・品質等の誤認惹起行為など
（不２条１項１３号、１５号）

周知表示混同惹起行為（不２条１項１号）
著名表示冒用行為（不２条１項２号）
商品形態模倣行為（不２条１項３号）



模倣に関する不正競争行為
（１） 周知表示混同惹起行為

周知な商品等の表示と、同一か類似の商品等の表示を使用する行為で、

他人の商品や営業と混同を生じさせる行為

例えば、看板、映像、音などが、商品等の表示に該当

周知性と混同の２要件が必要
（周知は、一地方で有名な状態でも良い場合がある）

（２） 著名表示冒用行為

著名な商品等の表示と、同一か類似の商品等の表示を使用する行為。

著名性が要件（周知よりも更に知られている状態）

（３） 商品形態模倣行為

他人の商品の形態を模倣した商品を販売などする行為

いわゆるデッドコピーで、最初の販売日から３年経過後は適用外



第３章
知的財産に関するQ&A



弁理士は何をしてくれるの（特許編）？
Ａ：発明の理解、特許性の検討、権利範囲の広さの検討、特許明細書の作成などを
行います。

但し、契約によっては、特許明細書の作成だけを請け負う場合もあります。

・発明を本質的に理解する作業（発明者が本質を理解していないことが多い）

・その発明に関連する先行技術文献の有無の調査

・先行技術文献との比較した特許性の検討

・特許性がありそうな権利範囲を考慮した特許明細書の作成

・改正法に対応した特許明細書や、拒絶理由応答の検討

・外国出願時の誤訳を回避するための表現の工夫

また、発明と事業との関連性を考え、特許出願すべきかどうかのアドバイスなどを
行う場合もあります。



特許明細書を自力で作成出来るか？
Ａ：発明に関連する技術分野の知識があり、文章力があれば、可能です。

出願手続も法律や審査基準に従って行えば可能です。

但し、先行技術文献との違い、法律で定められた記載要件を完全に理解することは
非常に難しく、時間がかかります。

従って、社内の技術者や知財担当者のスキルアップを目的として、特許明細書作
成を内製化する分には、時間はかかりますが、良い成果が得られると思います。

ただし、拒絶理由通知を受けてから、弁理士に依頼する中途受任は途中から発明
を理解するため割高になることが多いし、補正書などで修正不可能な不備があった
場合の責任の所在が不明確になることもあります。

このため、コストダウンの観点から内製化を図ることは余り得策ではないでしょう。



Ａ：会社に勤める従業者が会社の仕事として研究・開発した結果完成した発明のこと
を言います。

職務発明であれば、会社は従業者の許可をもらわなくても無償の通常実施権があ
るため自由に特許発明を実施することが出来ます。

また、従業者から発明に関する権利を譲り受けることにより、会社が自ら特許権者
となって特許発明を実施することも出来ます。

職務発明に限りますが、予め従業者の職務発明に関する権利を会社に取得させる
ことを定めた場合は、特許を受ける権利などを会社に帰属させることが出来ます。

従業者が、職務発明に関して特許を受ける権利や特許権を会社に譲渡したときは、
会社から職務発明の社内貢献に応じた「相当の利益」を受ける権利を有します。
「相当の利益」の内容は、社内規定で定めておくのが望ましい。

職務発明ってなに？



Ａ：ネーミングの識別力有無の調査、類似する登録商標の有無の調査、実施する事
業に関連する指定商品や指定役務の検討、商標登録出願願書の作成などを行いま
す。

契約によっては、商標登録出願願書の作成だけを請け負う場合もあります。

・指定商品が明確であり、類似商標などの調査が不要であれば、弁理士に頼らずと
も比較的簡単に出願手続を行うことが出来ます。

・ただし、数ヶ月後の審査結果を待たずに事業を始めたい場合には、ある程度、調
査を行っておかないと、取り返しのつかない事態も起こり得ます。識別力調査、類似
商標調査などは、商標の専門的な知識が無いと判断が難しいので、最初から弁理士
に依頼しておいた方が安価で済むかもしれません。

・商標調査の結果、当初考えていたネーミングでの商標登録が困難だと分かった場
合に、別途事業内容から考えて商標登録出来そうなネーミングを考えてあげるサー
ビスをしている弁理士も居ます。

弁理士は何をしてくれるの（商標編）？



Ａ：実質的には難しいでしょう。

コンピュータプログラムは、著作物として著作権で保護されますが、著作権の効力
が及ぶのは、そのコンピュータプログラムを複製した場合に限られます。

そのコンピュータプログラムで動作する機能が似通っていたとしても、そのコン
ピュータプログラムとは別に独自に開発したものであれば、著作権の効力は及びま
せん。

特許権は、複製だけでなく、同じ技術的思想であれば、それに効力が及びます。

発明を著作権で保護出来るか？



国際特許ってあるの？
Ａ：ありません。

ある国で特許権を取得したい場合には、その国の特許庁に対して特許出願を行っ
て権利化を目指す必要があります。

複数の国に出願する際の便宜を図るための制度として、パリ条約に基づく優先権
制度とか、ＰＣＴ国際出願制度などがありますが、最終的には、権利化を目指したい
国ごとに特許性の有無を判断してもらう必要があります。

なお、欧州特許庁では、特許性の判断まで欧州全体で判断してくれる制度がありま
すが、特許査定後は、権利を取得したい国ごとに登録料支払いなどの手続を行う必
要があります。

PCT国際出願
各国への手続きをする国を選択

日本での
審査など

Ａ国の翻訳文
等の提出

Ｂ国の翻訳文
等の提出

Ａ国での
審査など

Ｂ国での
審査など

３０
ヶ月
以内

日本への出願

日本での
国内処理手続

１年
以内



昔から使っている名前で商標権侵害？

ABC幼稚園
商標登録出願

商標権
取得

甲さんに
差止請求

ABC幼稚園
開園

甲さん

乙さん
1990年4月

2013年4月 2013年9月

甲さんは、乙さんよりも先に「ABC幼稚園」というネーミングを使っていた。
でも、先使用権が認められるとは限らない
（先に使っていたこと以外に、著名性の要件が必要）
“著名性”の要件を満たしているかは、客観的に判断しにくい（裁判次第）。

→裁判の費用や時間を考えると、
（勝てるかもしれないのに）名称を変更する方が得策と考え、
甲さんは、幼稚園の名称を変更した。

Ａ：昔から使っていた名称でも、後から取得した商標権の侵害が成立することもあります。



正規購入品を改造して販売してよい？

正規品を
改良（改造）

改良品を
販売

乙さんに
差止請求

正規品
販売

甲さん

乙さん

乙さんは、正規に甲が販売する製品を購入し、
購入した製品に改良を加え、性能アップした商品を販売した。
（しかも、改造品であることを、しっかりと明記していた）

それでも、甲さんが商標権を持っていれば、
商標権侵害に該当する場合があるし、
商標権を持っていなくても、不正競争行為に該当する場合があります。

Ａ：商標権侵害や不正競争行為が成立することもあります。



ブログ・SNS投稿時の知的財産権侵害
Ａ：他人の写真の投稿には注意してください。

著作権ではありませんが、肖像権（他人から無断で写真を撮られたり、無断で公表
されたり利用されたりしないように主張できる考え）の問題があります。

写真を投稿されることを喜ばない人も居ますので、「今から撮る写真は、ブログで公
開しますけどいいですか？ダメなかたは写真から外れてくださいね。」など、一言断り
を入れた方が良いでしょう。



ホームページにおける著作権表示
Ａ：必須ではありません。

例えば、弊所（Rita特許事務所）のホームページであれば、

Copyright © 2010-2014 Rita Patent Law Firm All Rights Reserved.
明確な定義はありませんが、2010年に初めて公開され、2014年に最新の情報を更

新していることを示しています。

Copyright © 2010 Rita Patent Law Firm All Rights Reserved.
2010年に初めて公開されたことを示しています。

ただし、著作権表示は、義務づけられているものではない（創作時に自動発生）の
で、表記が無くても問題ありません。



Ａ：可能です。

知的財産権は無体財産権であり、両者の価値観が一致すれば、有償での譲渡も可
能です。

但し、著作権の一部である著作者人格権（公表権、氏名表示権、同一性保持権、
名誉・声望保持権）だけは譲渡出来ません。

また、著作権の一部である著作財産権（複製権など）は、譲渡可能ですが、文化庁
に登録する必要がないため、権利者がだれであるのかを注意する必要があります。

また、著作財産権は移動出来ますが、著作者人格権は移動出来ないため、著作者
人格権の不行使特約など、契約時には注意が必要です。

特許権・実用新案権・意匠権・商標権は、特許庁に移転登録手続が必要です。

特許権などの保有件数は、組織（大学や企業）の価値判断の一つにもなります。

日本では未だ一般的ではありませんが、米国では特許権が株の取引と同じように、
売買が行われており、億単位の売買契約も珍しくありません。

このため、企業内で、知的財産権を一元的に管理することは重要です。

知的財産権の譲渡は可能か？


